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81東京都の福祉・保健・医療施策

福祉保健区市町村包括補助事業（都の包括補助制度）
ࣄΒ࣮ͯ͠施͢Δ福祉・保健・医療αʔϏεの֤ʹ͓͚ΔڽΛொଜ͕Ҭの࣮ʹԠ͡ɺҙࢢ۠
ԉ͍ͯ͠·͢ɻࢧΛۀ

社会福祉法人の認可・運営指導
都ʹओͨΔࣄॴΛஔࣾ͘ձ福祉๏ਓのઃཱೝՄ
ɺࣾձ福祉๏ਓ͕Ұͭの۠ࢢの۠ҬͰۀࣄΛ࣮
施͢Δ߹۠・ࢢ͕͍ߦɺෳの都ಓݝຢ
ෳの۠͋ࢢΔ͍ொଜの۠ҬͰۀࣄΛ͏ߦ߹都
ࣄɺۀࣄΛ࣮施͢Δ۠Ҭ͕̎Ҏ্のํްੜہʹΘ
ͨΓɺ͔ͭɺશࠃΛ୯Ґͱͯ͠ߦ͕ۀࣄΘΕΔの
߹ɺްੜ࿑ಇେਉ͕͍ͯͬߦ·͢ɻ

·ͨɺࣾձ福祉ۀࣄのओͨΔ୲͍खͰ͋Δࣾձ福祉
๏ਓのܦӦվળٴͼѱ࣭ͳ๏ྩҧΛ͏ߦ๏ਓのղফ
ɺ๏ਓӡӦのదਖ਼ԽΛਤ͍ͬͯ·͢ɻ͡ߨର策Λ͚ͨʹ

ʢ福祉保健ࢦہಋࠪ෦ࢦಋௐ՝ʣ

⑻　広域的自治体としての役割
行政の担うべき役割は、福祉・保健・医療サービスを直接提供することから、地域の現状やニー

ズを把握し、地域の特性等に応じた政策により、多様な提供主体から構成される地域のサービス
提供システム全体を調整することへと変化しています。これを踏まえて東京都は、都全体を視野に
入れた「広域的なシステム全体の調整者」として、サービスの提供を直接に担う人材や地域の多
様な活動主体に対して、財政面や技術面からの支援、新たな仕組みづくり、指導検査等、様々な
形で働きかけ等を行い、都全域における「ニーズとサービス提供の調和」を総合的に図っていきます。

区市町村の主体的な施策展開の支援

サービスの信頼確保と質の向上への取組

区市町村が地域特有のニーズを捉え、地域の多様な社会資源を活用して施策を展開できるよう、広域的・
専門的な視点から、区市町村の施策展開を支援していきます。

多様な事業者・医療機関等が提供するサービスの中から、利用者・患者が安心してサービスを選択し利用
するためには、サービス内容の情報提供や相談機能、契約締結支援、サービス評価・苦情対応などの支援が
必要です。東京都は、関係各法に基づき、迅速・的確に権限を行使することにより、適正なサービス提供を
促すとともに、サービスの質の一層の向上に向けた取組を推進しています。

ʢ福祉保健ہ૯෦اը策՝ʣ

○高齢社会対策区市町村包括補助事業
・�ੜ֔ݱࣾձʹ͚ͨγχΞのࣾձࢀՃਪਐۀࣄ
ۀࣄमݚकΓαϙʔλʔཆݟ・
・ೝීۀࣄൃܒٴ

○障害者施策推進区市町村包括補助事業
ۀࣄਪਐ༺׆ொଜϔϧϓϚʔΫࢢ۠・
・োऀҬੜ׆Ҡߦ・ఆணԽࢧԉۀࣄ
ۀࣄԉମ੍උਪਐࢧऀொଜൃୡোࢢ۠・

○医療保健政策区市町村包括補助事業
・͕Μݕਫ਼ཧۀࣄ্
ۀࣄԉࢧը策ఆܭ医療ࡂ・
ओの͍ͳ͍ೣର策͍ࣂ・

○地域福祉推進区市町村包括補助事業
・福祉αʔϏεୈऀࡾධՁの࣮施
・׆ݟޙ༻͋Μ͠Μੜ׆ۀࣄ
・ใόϦΞϑϦʔʹΔॆ࣮のࢧԉ
・�৺のόϦΞϑϦʔʹൃܒٴී͚ͨのڧԽのࢧԉ
・εΩϧΞοϓ・ఆணࢧԉਪਐݚमۀࣄ

○子供家庭支援区市町村包括補助事業
ۀࣄԉࢧΛकΔҬωοτϫʔΫ८ճڙࢠ・
・පࣇ保ҭଅਐۀࣄ
ۀࣄԉηϯλʔࢧՈఉڙࢠ・
・ͻͱΓՈఉҬੜ׆αϙʔτۀࣄ
・ཁࢧԉՈఉのૣࢧ・ݟൃظԉۀࣄ

■福祉保健区市町村包括補助事業の補助対象（例）
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1　都独自の第三者評価を少なくとも3年に1
度は必ず受審し、結果を公表（受審しない
年は、「利用者に対する調査」を実施）

2　施設の財務情報等（収入・支出、サービ
ス推進費の状況等）を毎年度公表

社会福祉法人・施設等に対する指導検査
ऀۀࣄΛਤΓͭͭɺܞͱ࿈ؔػொଜɺؔࢢɺ۠ࠃ
͕๏ྩΛ९क͠ɺదਖ਼ͳαʔϏεΛఏ͢ڙΔ͜ͱ
ͱΑΓɺऀۀࣄΛҭ͠ɺαʔϏεの্࣭͕͢ʹߋ
ΔΑ͏ɺࢦಋࠪݕΛ͍ͯͬߦ·͢ɻଟ༷ͳࠪݕख๏の
Λରͱͯ͠ޮՌత͔ऀۀࣄͳͲʹΑΓɺଟ͘の༺׆
ͭޮతʹ࣮施͢Δͱͱʹɺෆਖ਼ෆదͳྫࣄʹ
ਝʹରԠΛਤ͍ͬͯ·͢ɻ

ʢ福祉保健ࢦہಋࠪ෦ࢦಋௐ՝ʣ

指定市町村事務受託法人
ެӹஂࡒ๏ਓ東京都福祉保健͕ஂࡒɺհޢ保ݥ๏ฒ
ͼʹোऀ૯߹ࢧԉ๏ٴͼࣇಐ福祉๏ʹࢦͮ͘جఆࢢ
ொଜࣄडୗ๏ਓͱͯ͠ɺ۠ࢢொଜ͕࣮͏ߦࢦಋの
Ұ෦Λ୲͍ͬͯ·͢ɻ
͜のडୗ๏ਓのՔಈʹΑΓɺ۠ࢢொଜͰ࣮ࢦಋ
のମ੍උ・ڧԽΛɺ都ͰΑΓॏత͔ͭޮՌతͳ
のऔΛਤ͍ͬͯ·͢ɻࠪݕಋࢦ

ʢ福祉保健ࢦہಋࠪ෦ࢦಋௐ՝ʣ

福祉情報総合ネットワーク（とうきょう福祉ナビゲーション）

福祉αʔϏεのར༻ऀ͕ࣗのχʔζʹ͋ͬͨαʔ
ϏεΛબͿ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ɺબʹඞཁͳใΛఏ
ΈͰ͢ɻΔ͢ڙ
ωοτϫʔΫͰɺऀྸߴɺোऀɺڙࢠՈఉͳͲ
֤ʹ͍ͭͯɺαʔϏεఏऀۀࣄڙαʔϏε༰
·͍ͯ͠ڙͼαʔϏεධՁʹؔ͢ΔใͳͲΛఏٴ
͢ɻ·ͨɺඞཁͳใΛ؆୯ʹ୳͢͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏
ʮ東京の福祉ΦʔϧΨΠυʯͱ͍͏ΨΠυϖʔδΛ
උ͍ͯ͠·͢ɻϗʔϜϖʔδの࡞ʹͨͬͯɺͩ
Ε͕ใΛೖखͰ͖ΔΑ͏ϢχόʔαϧσβΠϯʹ
ྀ͢Δͱͱʹɺ'"9�ͳͲの༷ʑͳํ๏Ͱใఏ
ɻ͢·͍ͯͬߦΛڙ

��)1�ɹIUUQ���XXX�GVLVOBWJ�PS�KQ�
ଳిɹܞ�
IUUQ���NPCJMF�GVLVOBWJ�PS�KQ�GVLVOBWJ�LFJUBJ�
�'"9 αʔϏεɹ������������
�ԻҊɹ������������

ʢ福祉保健ہ૯෦اը策՝ʣ

民間社会福祉施設サービス推進費補助
ຽؒࣾձ福祉施ઃのҙʹΑΔࣗओత͔ͭॊೈ

ͳ施ઃӡӦΛࢧԉ͠ɺ都ຽχʔζʹରԠͨ͠福祉αʔ
Ϗεの֬保ͱ施ઃར༻ऀの福祉の্Λਤ͍ͬͯ·
͢ɻ

○民間社会福祉施設に対する「第三者評価の受審」
と「経営情報公開」の義務化
ར༻ऀαʔϏεのߋͳΔ্Λଅਐ͢Δͱͱʹɺ

施ઃӡӦのಁ໌ੑΛ֬保͢ΔͨΊɺԼهの߲ࣄΛαʔ
Ϗεਪਐඅのશֹิॿのཁ݅ͱ͍ͯ͠·͢ɻ

ʢ福祉保健ہ૯෦اը策՝ʣ

福祉サービス第三者評価制度
都ʹ͓͚Δ福祉αʔϏεୈऀࡾධՁ੍ɺઐత

ͳࣝΛͪ࣋தཱతͳୈऀࡾͰ͋Δଟ༷ͳධՁؔػ
͕ɺऀۀࣄͱܖΛక݁͠ɺαʔϏεの༰ɺ৫の
ϚωδϝϯτのྗのධՁΛ͍ߦɺͦの݁ՌΛެද͢
ΔΈͰ͢ɻ
ར༻ऀɺධՁ݁ՌใΛऀۀࣄͯ͠༺׆αʔϏ

εΛൺֱ͠ɺબ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ·ͨɺऀۀࣄ
ࣗΒのαʔϏεのϨϕϧܦۀࣄӦの՝ͳͲΛ
Ѳ͠ɺվળʹணख͢Δ͜ͱ͕ظͰ͖·͢ɻ
都Ͱɺެӹஂࡒ๏ਓ東京都福祉保健ஂࡒʹʮ東京

都福祉αʔϏεධՁਪਐߏػʯΛઃஔ͠ɺฏ ��
͔Β福祉αʔϏεୈऀࡾධՁΛຊ࣮֨施͍ͯ͠·
͢ɻҾ͖ଓ͖ɺධՁ੍のߋͳΔීٴɺఆணΛਤͬͯ
͍͖·͢ɻ

ʢ福祉保健ࢦہಋࠪ෦ࢦಋௐ՝ʣ
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福祉サービス総合支援事業
福祉αʔϏεのར༻ऀͳͲʹର͢Δࢧԉ
Λɺॅຽʹۙͳ۠ࢢொଜ͕૯߹త・Ұମ
తʹ࣮施͢ΔͨΊɺᶃ福祉αʔϏεར༻ʹ
のۤɺஅྗ͕ෆेͳํʑのͯ͠ࡍ
ʹのར༻૬ஊ੍ݟޙ૬ஊɺޢར༴ݖ
ҰମతʹରԠɺᶄஅྗ͕ෆेͳํʑɺ
ཁࢧԉ・ཁհऀྸߴޢɺମোऀʹର͢
Δ福祉αʔϏεར༻ԉॿɺᶅۤݖར༴
ͳͲのઃஔのؔػऀࡾ૬ஊʹରԠ͢Δୈޢ
ิॿΛ͍ߦ·͢ɻ

○苦情対応の仕組み
福祉αʔϏεར༻ऀ͔Βのۤɺ૬ஊ
ऀʹͱͬͯۙͰɺऀۀࣄͱௐ͢͠
ܞͱ࿈ؔػொଜ͕த৺ͱͳΓɺؔࢢ͍۠
ΛͱΓͳ͕ΒରԠ͍ͯ͠·͢ɻ·ͨɺ東
京都ࣾձ福祉ٞڠձʹઃஔ͞Ε͍ͯΔ福祉
αʔϏεӡӦదਖ਼ԽҕһձͰ૬ஊʹԠ͡
͍ͯ·͢ɻ

ʢ福祉保健ہੜ׆福祉෦Ҭ福祉՝ʣ

利用者・ケアマネジャー・事業者 ・ 事業者情報と併せて評価結果を公表
・ 評価機関情報

ࢱ情報૯߹ωοτϫーΫ�と͏͖ΐ͏ࢱφビήーγϣϯ

˙ࢱサービス第三者評価੍度
指導検査の実施 ・ 受審支援

在宅サービス
事業者

認証、評価者研修、共通評価項目

評価結果情報収集、提供
評価機関情報収集、提供
評価機関認証基準策定

研修カリキュラム策定
共通評価項目策定

౦ژ都ࢱサービス評価推進ߏػ
＜評価研究委員会＞＜認証公表委員会＞

施設サービス
事業者自ݾ։ࣔ

共通評価項目＋独自項目 公表を前提
に契約

フォローアップ
研修
認証更新仕組みづくり

支援

東京都

※評価を受けたことの
　目印となるよう「受審
済ステッカー」を配布

　しています。

（一般用）

評価ؔػ 評価ؔػ 評価ؔػ
評価
結果

評価
結果

（自動車用）

平成

30
年度

平成

30
年度

˙ࢱサービス૯߹支ԉۀࣄ

利用者なͲ対Ԡ

相談・対応 ワンストップ

対Ԡ

ۤ情

利৵ݖ

年ݟޙ
੍度利用

ࢱ
サービス
利用

福祉サービス
利用援助事業

第三者機関
による苦情
対応など

弁護士
など専門
相談

成年後見
制度

その他

調整など

区市町村
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成年後見活用あんしん生活創造事業
ೝతো・ਫ਼ਆোͳͲʹΑΓஅྗ͕
ेͰͳ͍ํʑ͕ҬͰ҆৺ͯ͠Βͨ͢Ίʹɺ福
祉αʔϏεのར༻࢈ࡒཧͳͲΛαϙʔτ͢Δʮ
੍ݟޙʯの׆༻͕ॏཁͰ͢ɻ੍のੵۃతͳ׆༻
ΛਤΔͨΊɺ۠ࢢொଜʹ͓͚Δʮ੍ݟޙਪਐػ

ؔʯのઃஔ・ӡӦͳͲΛࢧԉ͢Δͱͱʹɺ都੍
のීٴ・ଅਐʹऔΓΜͰ͍·͢ɻ

ʢ福祉保健ہੜ׆福祉෦Ҭ福祉՝ʣ

˙年׆ݟޙ用͋ΜしΜੜ׆ۀࣄ

ೝྸߴ者
తো者
ਫ਼ਆো者なͲ

Ո�・�

ਓなͲݟޙ

ொଜࢢ۠

࿈ܞ
支ԉ

年ݟޙ
੍度
推進ؔػ

૬ஊ

۩ମత対Ԡ

౦ژ都

ಜの実施ݟޙ๏ਓ・ݟޙ๏ਓؔػؔ
ਓなͲのհݟޙ
ਓなͲのҭ・支ԉ��なͲݟޙ




